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平成２６年度第３回千葉市入札適正化・苦情検討委員会 議事録 

 

 

１ 日 時  平成２７年２月１０日（火） 午前９時３０分～午前１１時１５分 

２ 場 所  契約課工事入札室（本庁舎５階） 

３ 出席者  （委 員） 

小峰委員長、櫻井委員、篠委員、中曽根委員、本橋委員（５０音順） 

（事務局） 

曽我辺資産経営部長、石井契約課長、及川契約課長補佐、 

長嶋技術管理課長、大久保契約第一係長 

４ 議 題 

（１）入札・契約制度について 

   入札・契約制度 

   入札状況の報告・分析 

（２）審議事項 

各入札方式における契約手続の審議（６件） 

（３）入札制度に対する意見について 

５ 議事の概要 

（１）議事録署名人について 

小峰委員長の指名により、櫻井委員と中曽根委員に決定。 

（２）入札・契約制度について 

事務局から、平成２６年度の入札・契約制度及び入札状況について説明後、質疑応答。 

（３）各入札方式における契約手続の審議について 

本橋委員から、抽出工事６件の抽出理由を説明。 

１ 制限付一般競争入札「舗装復旧工事（神明２６－１）」 

２ 制限付一般競争入札「坂月浄化センター官舎解体工事」 

３ 制限付一般競争入札「あすみが丘東１丁目宝ヶ台公園整備工事」 

４ 指 名 競 争 入 札「千歳橋外１補修工事（若２６－１）」 

５ 指 名 競 争 入 札「南部浄化センター特殊消火設備更新工事」 

６ 随 意 契 約「新内陸最終処分場吸着塔工事」 

事務局から入札方式ごとに各工事を説明後、委員会で審議。 

（４）入札制度に対する意見について 

小峰委員長から、意見書についての報告。 
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６ 会議経過（発言の要約） 

 

（１）入札・契約制度について 

 

○小峰委員長  事務局から、説明をお願いします。 

 

○及川契約課長補佐 （入札・契約制度について説明） 

 

質疑・応答 

 

○小峰委員長  事務局の説明に対して、何か質問・意見等ございますか。 

 

○本 橋 委 員  統計資料の中で、平成２６年度１２月末までの実績が掲載されておりま

すが、平成２４年度と平成２５年度も１２月末時点の実績ですか。 

 

○及川契約課長補佐  平成２４年度と平成２５年度については通年の実績です。 

 

○本 橋 委 員  この数字について市ではどのような分析をされていますか。 

 

○及川契約課長補佐  平成２４年度から平成２６年度の不調発生率を比較すると、平成２４年

度から平成２５年度にかけては７％程度低くなっております。平成２６年

度については、現在のところ平成２５年度と同じような推移となっている

ことから、不調の発生は抑えられていると考えております。これは、平成

２４年度に学校施設の耐震補強工事において入札不調が多発したことを受

け、平成２５年２月に特例措置の取扱いを変更したことにより抑えられた

ものですが、平成２６年度も同様に特例措置を継続したことにより、この

ような数値にあらわれたものであると考えております。 

 

○本 橋 委 員  平均落札率についてはどのように分析されていますか。 

 

○及川契約課長補佐  平均落札率は若干の上昇が見られますが、これは市の積算単価に対して、

市場の実勢単価の伸び率が上回っているため生じたものと推測しておりま

す。 

 

○石井契約課長  統計資料を見ていただくとわかりますが、不調発生率、平均落札率とも

に業種の中で建築が一番高くなっております。建築については、本年度も

様々な対策を行いましたが、学校の耐震化などは全国的にも厳しい状況が

続いていると聞いております。 
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○櫻 井 委 員  土木については、指名競争入札では、同値抽選や最低制限価格での同価

落札件数が高くなっております。また、一般競争入札では、低入札価格調

査が多い傾向となっております。建築については、先ほど市場価格の方が

高いとの説明がありましたが、土木についてはどのようにお考えでしょう

か。 

 

○石井契約課長  まず、同値抽選については、指名競争入札で執行する場合は予定価格事

前公表であり、最低制限価格の算出方法も公表されているため、どうして

も最低制限価格に近い金額での応札が多い傾向があります。また、土木と

建築では、建築の方が下請にかかる労務費などの積算から割高になる傾向

があり、それが入札結果にも反映されているものと考えております。 

 

○小峰委員長  他に質問はございますか。 

無いようですので、次の審議事項に移ります。 

 

（２）各入札方式における契約手続の審議について 

 

○小峰委員長  はじめに、案件の抽出者であります本橋委員から、各工事の抽出理由の

説明をお願いします。 

 

○本 橋 委 員  お手元の資料２の３ページをご覧ください。今回抽出したのは、制限付

一般競争入札が３件、指名競争入札が２件、随意契約が１件の計６件です。 

抽出理由は、資料に記載の通りです。案件個別の検討事項については、

審議の際にご説明いたします。 

 

○小峰委員長  それでは、事務局から案件１から３の制限付一般競争入札について、説明

をお願いします。 

 

○及川契約課長補佐 （案件１～３についての発注経過を説明） 

 

質疑・応答 

 

○小峰委員長  まずは、案件１についてお願いします。 

 

○本 橋 委 員  この案件は、地域要件細分化を適用して発注した１者入札の案件です。

地域要件細分化については、本年度の第１回でも取り上げておりますが、

その際は土木の案件でしたので今回は舗装を抽出いたしました。制度の検
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証という意味で、当期の実績と、千葉市として本制度の目的が達成されて

いるかどうかを確認させていただきたいと思います。また、舗装という業

種については、今までの委員会の審議の中では、最低制限価格に近い金額

で応札する業者が多い傾向があったと思いますが、当案件は応札者が少な

く、落札率も比較的高くなっております。この工事については、ほかの舗

装工事と比べて何か特徴があるのかお伺いいたしします。 

 

○石井契約課長  この工事の特徴は、下水道工事の本復旧であり、施工箇所が２５箇所と

分散していることがあげられます。施工箇所が分散している工事は敬遠さ

れる傾向がありますので、それが１者入札や、落札率が高くなったことに

影響しているものと思われます。 

         次に、本制度の当期実績についてですが、平成２６年度１２月末現在で、

土木が２２件、舗装が１８件、計４０件発注しております。 

傾向としては、平均落札率が８８．３９％で、細分化していない案件も

同等となっております。また、平均応札者数については、細分化している

案件では想定業者数に対する割合が約２９％、細分化していない案件につ

いては約１０％となっており、細分化している案件の方が高くなっており

ます。 

         また、本制度は、地域の維持管理や災害時の担い手となる市内中小事業

者の育成を目的としております。実績から考察すると、先ほどの落札率や

応札者などの傾向からほぼ円滑に発注されているものと思いますので、目

的に寄与しているものと考えております。 

 

○櫻 井 委 員  舗装工事のみで見た場合に落札率や応札者数はどうなっていますか。 

 

○石井契約課長  舗装工事については細分化した案件の平均落札率が８７．３９％、細分   

        化していない案件で８７．４８％となっております。 

 

○櫻 井 委 員  先ほど、案件の特徴として施工箇所が分散していて敬遠されがちな工事

であるということでしたが、なぜそのような工事に地域要件細分化を適用

したのですか。 

 

○石井契約課長  敬遠されがちな工事を地域要件細分化から敢えて外すようなことは行っ

ておらず、要件に該当する工事をその都度発注しております。 

 

○篠 委 員  想定業者数は何者いたのですか。 

 

○石井契約課長  想定業者数は２３者おりました。応札者が少なかった理由としては、施
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工箇所が多いということが考えられますが、その他に発注時期が１１月で

したので、業者の手持件数が多くなり、受注しにくい環境であったことも

影響しているものと推測します。 

 

○小峰委員長  他に質問がありますか。 

無いようですので、案件２についてお願いします。 

 

○本 橋 委 員  当案件は現在試行されております専門業者育成の入札制度を適用した案

件です。本年度の第１回目の委員会でも取り上げておりますが、当時は実

績が２件しかなかったことから、制度の検証を兼ねて抽出いたしました。 

  そこで、約１年間試行した実績と、競争性が確保されているかどうかの

確認をさせていただきたいと思います。また、そもそも千葉市において育成

するだけの案件があるのかどうか、当該制度を採用することで、千葉市にど

ういった利点があるのかということをお伺いいたします。 

 

○石井契約課長  まずは本年度１２月までの実績ですが、交通安全施設１２件、造成工事

２件、フェンス工事３件、橋梁補修１件、解体工事２件について実施しま

した。 

次に、そもそも育成するだけの案件があるのかというご質問についてです

が、１千万円以下の対象工事は実際に、交通安全施設が２１件、造成工事が

２件、フェンス工事が５件、橋梁補修が１件、解体工事が２件で、あまり多

くないといった現状があります。こういった中で競争性については、交通安

全施設及び造成工事については想定業者数２１者に対し平均応札者数が６

者、フェンス工事が２９者中７者、橋梁補修が１３者中２者、解体工事につ

いては３０者中３者という状況となっております。 

また、千葉市に利点があるかという点については、本制度の目的は、専門

業者による効率的な施工や安全管理を進めるといったところにあります。メ

リットの検証はなかなか難しいですが、本制度を適用した案件とそれ以外の

案件で工事成績の比較をしたところ、今のところは同等の結果でした。案件

全ての工事成績が出ているわけではありませんので、今後、改めて検証して

いきたいと思います。 

 

○本 橋 委 員  近年は、環境の変化が早くなっており、その時々の環境変化に対応した

入札制度とすることが大切であると思いますが、新制度導入の際の周知と、

効果測定を適切な形で行っていただきたいと思います。 

 

○篠 委 員  本案件については、入札価格にバラつきが見られるのですがどういった

理由が考えられますか。解体工事は積算が難しいのでしょうか。 
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○石井契約課長  はい。解体工事については、土木工事などと違い、資材がなく運搬処理

費が多いといったことや、確立されている歩掛などがないため積算が難し

いものと考えられます。 

 

○小峰委員長  他に質問がありますか。 

無いようですので、案件３についてお願いします。 

 

○本 橋 委 員  本案件は、入札価格が低い業者を評価値が高い業者が逆転し落札した案

件となっております。７ページの総合評価落札方式結果調書を見ていただ

くと、評価項目の「災害活動・ボランティア活動の実績」が逆転の要素に

なったものと思われます。前回の委員会でも総合評価による案件が審議さ

れており、その際の業種は土木でしたが、この項目についてはどの業者も

満点かそれに近い評価となっていたことから、比較的点数が取りやすい項

目に感じられました。以上のことから、項目設定の客観性や公平性につい

て審議を行いたいと思いますが、本案件における評価項目の設定は適切で

あったと言えるのでしょうか。 

 

○長嶋技術管理課長  前回の案件は、「下水道施設改良工事（新港２６－２工区）」における

簡易型の案件ですが、評価結果は案件ごとに異なる入札参加者の実績の有

無を総合的に評価した結果であることから、相違点を一概に考察すること

は難しいと考えております。前回は簡易型で評価点合計の上限が５９点、

今回の案件は特別簡易型で評価点合計の上限が３５点であることから、評

価点合計が大きく異なる入札条件となっております。 

         「下水道施設改良工事（新港２６－２工区）」は、施工計画での評価差

が評価点合計に大きく影響している結果となっておりますが、これは全入

札参加者において施工計画以外の評価点が高い傾向にあったからと考えて

おります。対して、今回の案件は「災害活動・ボランティア活動の実績」

の評価項目での評価点において、評価差が生じる状況となっておりますが、

その他の評価項目で評価点が拮抗した結果であると考えております。なお、

ボランティア活動の実績は、災害活動実績と同じ評価項目であり、どの業

者も５点を得ることは可能ですので、本案件の評価結果については、業者

が取れるべきところを取っていなかったということが差で表われたものと

思います。 

 

○本 橋 委 員  災害活動とボランティア活動の実績については、千葉市からの依頼があ

って、それを受けた場合に実績となるのですか。 

 

○長嶋技術管理課長  千葉市からの依頼というよりは、町内会などが公に募集したものに参加
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するなどして、業者が地元に貢献したかということで評価するものです。

どのような事を行えば評価点が加算される対象となるかについては、技術

管理課のホームページで総合評価落札方式ガイドラインを公開しておりま

すので確認することができます。 

 

○本 橋 委 員  千葉市としては情報を開示しており、誰でも点数を取れるような状況に

なっているということですね。 

 

○長嶋技術管理課長  はい。そのとおりです。 

 

○櫻 井 委 員  ボランティアが受注に結び付くと、ボランティアではないのではないか

と思えてしまいますし、また、全体的に見ても配点が大きいように思えま

すが、この項目の客観的な評価はどのように行っているのですか。 

 

○長嶋技術管理課長  この項目は、業者が地元に貢献してほしいという観点から、比較的評価

点が高い項目となっております。このため、評価については、業者が参加

したボランティアの募集内容がわかる書類や写真を提出してもらい、その

記載内容についての審査を厳しくチェックすることでおこなっております。 

 

○櫻 井 委 員  業者が属している町会や地域社会によって、ボランティアの機会に差が

生じることはありませんか。 

 

○長嶋技術管理課長  例えば、企業庁が行っているような区を超えるボランティアも対象にし

ておりますので、地域に限ったものだけで評価はしておりません。 

 

○小峰委員長  今の関連で、例えば積雪などで、町内の生活道路が使用できなくなってい

る場合に、業者がボランティアで除雪した場合などは加点の対象となるので

すか。 

 

○長嶋技術管理課長  除雪については協会が均等に業者を割り振らなければ地域によって不公

平が生じるので、実際問題としては、業者が災害活動やボランティア活動

として、生活道路の除雪を行う事は難しいと思います。このため事例もあ

まり無いと思います。 

 

○小峰委員長  他に質問はありますか。 

無いようでしたら、続きまして案件４から５の指名競争入札について事

務局から説明をお願いします。 
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○及川契約課長補佐 （案件４～５についての発注経過を説明） 

 

質疑・応答 

 

○小峰委員長  それでは、案件４についてお願いします。 

 

○本 橋 委 員  本案件は、指名業者数が１１２者と多いことが特徴となっております。

客観性や公平性の観点から要件を満たす業者を全て指名することは、一つ

の考え方としてあるのかとは思いますが、一般的によく行われているもの

かどうか疑問がありましたので抽出しております。そこで、他の地方公共

団体の指名選定はどのように行っているのか、また、指名業者数が多い方

が落札する可能性が高くなり不調件数の減少に繋がるのかどうかお伺いし

ます。 

 

○石井契約課長  まず他の自治体の状況ですが、それぞれ指名選定基準を制定しており、

発注金額に応じた指名業者数について、工事場所や手持件数などを総合的

に勘案して選定しております。県内自治体や政令市でも専門性が高い工事

などについては、要件を満たす業者全ての指名をしております。 

         次に、指名業者数が多ければ不調件数が減少するのかどうかという点に

ついては把握しておりませんが、他市における一般競争入札と指名競争入

札の不調発生率を比較した場合には、千葉県が一般競争入札で約１３％で

あるのに対し指名競争入札だと６％、船橋市は指名競争入札の方が多く一

般競争入札で約９％に対し指名競争入札で３２％、柏市は一般競争で約１

１％であるところが指名競争入札だと０％となっております。この数字の

比較だけで判断することは難しく、不調件数が減少するかどうかについて

は一概には言えないと考えております。 

千葉市は早急な入札執行が必要な案件については、指名競争入札で執行

し、さらに予定価格事前公表とすることで、予定価格を超過する入札がな

くなるため、それが原因となる不調は防げることになり、円滑な発注につ

なげるようにしております。 

本案件については、一度一般競争入札で執行し不調になっており、その

時の状況としては、舗装のＢランク業者を対象とし、参加業者が１０者、

そのうち入札が２者で、両方とも最低制限価格を下回っているため失格と

いう結果でした。一度不調になったことで工期に余裕がなくなったため、

指名競争入札により執行し、また、資格要件の緩和を併せて行い、Ｂラン

クだけでなくＡランク業者も指名することにより、多くの入札業者が見込

める方法により執行いたしました。 
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○本 橋 委 員  千葉市のルールでは、指名競争入札で執行する場合は要件を満たす業者

全てを指名しており、業者が辞退する場合はペナルティが何もないので、

特段問題は無いのかもしれませんが、業者にとって事務的な負担にはなら

ないのでしょうか。また、辞退理由を確認する際に市側にも負担が大きい

のではないかと思うのですがいかがですか。 

 

○石井契約課長  現在は電子入札で執行しており、入札会場に来庁する必要がなく、また、

辞退届の記載にあたっては、辞退理由を参考例示しておりますので、業者

の辞退届提出に係る事務的負担は少ないと思います。 

 

○櫻 井 委 員  応札業者のランクについて、ＡとＢの割合はどのようになっていますか。 

 

○石井契約課長  Ａランクが８者でＢランクが５者であり、落札者はＡランク業者となっ

ております。 

 

○櫻 井 委 員  舗装工事は、比較的積算がしやすいということで、最低制限価格での応

札やくじ引きの件数が多いと思いますが、それにもかかわらず、当案件は

１度不調になりました。今回は、予定価格事前公表としたことによって、

最低制限価格での落札となっておりますが、１回目の不調の状況はどのよ

うなものだったのでしょうか。 

 

○石井契約課長  １回目は、応札者が２者だったのですが、両方とも最低制限価格を下回

り失格となっております。 

 

○中曽根委員  工事の内容自体は１回目と変わりはないのですか。 

 

○石井契約課長  はい。変更ありません。 

 

○中曽根委員  工事内容が橋梁の舗装工事ということで、指名競争入札で執行した理由

としては、安全性を踏まえてといったようなことなのでしょうか。 

 

○石井契約課長  本案件については、適正な工期限の確保が困難となることから、早期発

注を期すため指名競争入札で執行しました。 

 

○中曽根委員  １回目に応札した２者は、今回応札していますか。 

 

○石井契約課長  １者は応札しておりますが、１者は辞退しております。 
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○小峰委員長  他に質問がありますか。 

無いようでしたら、続きまして案件５についてお願いします。 

 

○本 橋 委 員  本案件は、業種が消防施設ということで、本委員会で近年取り上げてい

ないということもあり抽出しました。まずお伺いしたいのは、予定価格の

算定についてですが、積算は他業種と同様の方法で行われているのでしょ

うか。 

 

○長嶋技術管理課長  予定価格の算定は、他業種と同様に市の積算基準に基づき算定しており

ます。当案件については、特殊消火設備の専門業者３者から見積もりを徴

収し、３者の見積もりの中で一番低い価格に補正値を掛け、積算を行って

おります。 

 

○本 橋 委 員  応札状況として、２者が最低制限価格と同価となっておりますが、最低

制限価格の算定はしやすいのですか。 

 

○石井契約課長  予定価格を事前公表としており、消火用ボンベの性能や仕様は設計図書

に明記してありますので、最低制限価格の推測は可能だと思われます。 

 

○櫻 井 委 員  １回目が不調になった時の応札状況を教えてください。 

 

○石井契約課長  参加申請者は４者で、そのうち、応札した業者は３者いました。応札し

た３者のうち、１者は書類不備により無効、１者は調査基準を下回りかつ

価格失格基準を下回ったため失格、１者は予定価格超過となっております。 

 

○櫻 井 委 員  参加した４者は今回指名しているのですか。 

 

○石井契約課長  はい。全て指名しております。 

 

○小峰委員長  ４者とも応札していますか。 

 

○大久保契約第一係長  ４者中３者が応札しており、１者は辞退しております。 

 

○小峰委員長  他に質問はありますか。 

無いようでしたら、続きまして案件６の随意契約について事務局から説

明をお願いします。 

 

○及川契約課長補佐 （案件６についての発注経過を説明） 
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質疑・応答 

○小峰委員長  それでは、案件６についてお願いします。 

 

○本 橋 委 員  当案件は、今説明があったとおり、落札率が８３．４８％であり、他の

随意契約案件と比較して低いものとなっております。随意契約案件では、

通常比較的高い落札率になっているかと思いますが、この差はどのような

理由から生じたものであるのか、また、併せて随意契約における予定価格

の算定方法について確認させていただきたいと思います。 

 

○石井契約課長  まず、予定価格の算定については、公表されている市の「建築工事積算

マニュアル」に従い積算されており、この案件については、業者から見積

もりを徴収しそれに補正値を乗じて算出しております。 

落札率が他の随意契約案件よりも低いことについては、設計金額がプラン

ト機器の部分と設置工事の部分に分かれており、プラント機器部分は見積

を取っているため差があまり出ないと思われますので、設置工事部分につ

いて、業者の施工可能である金額と、市の積算額に乖離があったものと推

測しております。 

 

○櫻 井 委 員  処理方法については特許があるのですか。 

 

○石井契約課長  特許までは確認しておりませんが、２号随意契約の多くについては、施

工業者のみしかできないものとなっており、本案件についても、施工業者

以外のプラント施設大手業者２者に調査を行いましたが、性能保証などが

できないことから、施工や提案はできないとの回答を得ております。 

 

○本 橋 委 員  参考見積を徴収した業者は施工業者からですか。 

 

○石井契約課長  確認しておりませんが、おそらくそうだと思います。 

 

○本 橋 委 員  施工業者からの見積をそのまま活用せずに補正値を乗じて、千葉市のル

ールに則して積算しているのかと思いますが、補正値を乗じる前に徴収し

た見積自体が適切であるかどうかの検証は、どのように行っているのでし

ょうか。 

 

○石井契約課長  積算に関わる部分のため、契約課で全て把握しているわけではありませ

んが、例えば歩掛を使用する部分については、千葉市と同じ数値となって

いるかなどといったことが挙げられます。 
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○本 橋 委 員  本案件は増設工事ということで、新設からはどれくらいの期間が経って

いるのか、また、想定されていた増設工事なのか、それとも予期していな

い何かが起因して必要が生じた工事なのかをお聞かせください。 

 

○石井契約課長  当施設は清掃施設であり、設立からは約１４年が経過しておりますが、

設立にあたっては、国の補助金を活用しているため、施設規模に応じた設

備しか設置する事ができませんでした。本工事は平成２５年度の台風がも

たらした記録的豪雨により、この施設で処理しきれない量の放射性セシウ

ムが焼却灰から雨水に溶出し、放出水の水質が悪化したことにより、セシ

ウム除去の必要性が生じたため吸着塔を増設する工事であり、当初は想定

できなかった工事です。 

 

○小峰委員長  他に質問がありますか。 

無いようでしたら、以上で各入札方式における契約手続の審議を終わら

せていただきます。 

 

 

（４）入札制度に対する意見について 

○小峰委員長  これで本日の委員会の審議を終了させていただきます。 

なお、最後になりますが、私ども当委員会の１年間のまとめとして、事

前に各委員と検討しました意見をとりまとめましたので、事務局から読み

上げてください。 

 

○石井契約課長  委員会は、平成２６年度中で各委員より抽出された案件計２２件の審議

を行ってきたが、内容について特に問題は見当たらなかった。また、当委

員会の審議内容を踏まえたうえで、千葉市が様々な入札契約制度の改善に

積極的に取り組んでいることは評価できる。 

とくに、学校施設の耐震補強工事及び国の経済対策工事における特例措

置や、一部の工事における技術者及び現場代理人の配置要件の緩和などは、

工事の円滑な発注に一定の効果があったと考える。 

引き続き、早期着工が求められる案件などについては、特例措置など発

注方法の工夫について検討されたい。 

今年度の審議において、共同企業体施工については、単独施工に比べ、

入札参加者数が相対的に少なく、競争性の確保に課題があることが確認で

きた。 

原因の一つとして、共同企業体施工の発注基準額が低いことが考えられ

る。このため、他自治体の制度を参考に、共同企業体施工の発注基準額の

見直しを行われたい。 
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また、平成２５年度から試行している、入札参加資格における地域要件

の細分化については、特に問題なく運用されていることが確認できたが、

各社の手持工事が多くなる年度末になると、入札参加者が少なくなる傾向

があるため、発注時期について更なる工夫に努められたい。 

         その他、一部の案件で、最低制限価格と同額での入札者が多く見受けら

れたため、過度な競争による低価格入札の影響で労働者や下請業者へしわ

寄せが及ぶことが無いよう、今後、最低制限価格の市独自の算定基準など

について研究されたい。 

         最近、全国的な工事需要の増加に伴い、労務費や原材料費の高騰が予期

しない速さで進み、公共工事においては、全国的に入札不調が多く発生し

ている状況である。 

今後も、入札契約制度について、常に現状を把握し、公平性、透明性及

び競争性を確保され、制度の目的が達成されているかを検証しながら、よ

り効果的な改善に努められたい。 

 

○小峰委員長  ただいま事務局より意見書を読み上げていただきましたが、ご意見等あ

りますでしょうか。また、市長に報告することになりますが、内容等につ

いてご異議はございませんでしょうか。 

ご異議はございませんでしたので当意見を平成２６年度の審議結果とし

て報告させていただきます。 

最後に、事務局から報告事項がございましたらお願いします。 

 

○曽我辺資産経営部長  閉会にあたり一言ご挨拶申し上げます。お忙しい中、長時間にわたり慎重な

審議を賜りまして、誠にありがとうございました。本日いただきましたご

意見を参考に、共同企業体施工の発注基準額につきましては、この４月１

日に見直しを進めてまいりたいと考えております。また、地域要件の細分

化案件の早期発注につきましても、所管課に対し周知していきたいと思い

ます。 

入札不調が話題となっておりますけども、本市におきましても昨年６月

以降不調が増えております。特に建築工事でございますが、不調理由とし

ましては、設計金額と実勢価格の乖離はもとより、技術者や現場代理人な

どの人手不足が原因となっております。このために技術者の専任配置や現

場代理人の常駐期間を見直して柔軟な対応を図りまして、その結果、全て

の学校の耐震化の発注が今年度で終了しました。 

また、今後、学校の建築工事については非構造部材等耐震対策ということ

で、つり天井への対応を図る予定となっており、早期発注が重要であると考

えております。 

最後に、小峰委員長はじめ各委員におかれましては、当委員会でご審議い
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ただいたことに対しまして、改めてお礼申しあげますとともに、今後も時代

に即した入札制度となるよう取り組んでまいりますので、委員の皆様のご理

解とご協力をお願い申しあげまして、簡単ではございますが、閉会にあたり

ましてのご挨拶とさせていただきます。 

 

以 上 
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